
高崎河川国道事務所路上工事調整連絡協議会規約

第１章 総則

（名称）

第１条 本会の名称は、高崎河川国道事務所路上工事調整連絡協議会という （以。

下「協議会」という ）。

（目的）

第２条 協議会は、高崎河川国道事務所が管理する道路の掘り返しを伴う占用工事

等について、道路構造の保全と円滑な交通の確保及び公衆災害等事故を防止する

ため、計画的かつ合理的な施工、並びに安全対策に関する諸問題を調査検討し、

その推進を図ることを目的とする。

（構成）

第３条 協議会は、委員会・工事調整部会を設ける。

（組織）

第４条 協議会は、第３条に規定する会ごとに関係機関を代表する委員をもって組

織する。

（協議事項）

第５条 協議会では、次の事項について協議する。

一 道路工事と占用工事の施工時期及び施工方法の調整（以下「工事調整」

という ） に関すること。。

二 占用工事の事故防止対策（以下「保安対策」という ）に関すること。。

三 前各号に掲げるほか、協議会が必要と認める事項。

（役員）

第６条 協議会には、会長、副会長並びに第３条に規定する部会に部会長を置く。

２ 会長は、高崎河川国道事務所長とし、会を代表して会務を総理する。

３ 副会長は （技術）副所長として、会長に不都合があるときは副会長がそ、

の職務を代理する。

４ 工事調整部会は、碓氷、前橋、沼田維持修繕、桐生国道出張所の管理区間

の地区に分け、各出張所長を地区部会長とする。

（幹事会）

第７条 協議会は、会を運営するため幹事会を設ける。

２ 幹事会は、会長の命を受け諸問題の解決のための方針作成、第３条に規定

する各会の会議の運営を支援及び協議会会員の意見の調整を行う。

３ 幹事会は、次の事項を審議する。

一 委員会に付議すべき事項。

二 工事調整部会の運営に関する事項。

三 本協議会に関する事項。

４ 幹事会は、事務局長が主催する。

５ 幹事会委員は、会長が委嘱する。



（会議の開催及び招集）

第８条 協議会は、第３条に規定する会ごとに開催する。

２ 会議は、会長が招集する。

３ 会議を招集する場合には、開催２０日前までに議案を付して委員に通知す

る。

（議案の提出）

第９条 議案の提出方法は、第３条に規定する各会ごとに定める。

（事務局）

第１０条 協議会の事務を処理するため、事務局を高崎河川国道事務所道路管理第一

課に置く。

２ 事務局は、事務局長、事務局幹事及び書記を若干名置く。

３ 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務処理を総括する。

４ 事務局幹事及び書記は、事務局長の命を受け事務に従事する。

第２章 委員会

（会の目的及び構成）

第１１条 委員会は、本協議会の方針及び重要事項等を審議及び決定する。

２ 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。

（会議の開催）

第１２条 委員会は、必要な都度開催し、会長が関係委員を招集して主催する。

第３章 調整部会

（部会の目的）

第１３条 調整部会は次の各号に掲げる事項を審議する。

一 占用工事、道路工事の単年度の工事計画に関すること。

二 占用工事、道路工事の中長期事業計画に関すること。

三 占用工事、道路工事の安全対策に関すること。

四 当該部会の運営に関すること。

五 本協議会の規約改正に関すること。

（構成）

第１４条 高崎河川国道事務所が管理する道路に関係する道路管理者、交通管理者、

道路法第３６条に規定する占用事業者及びその他の占用者の代表する委員を

もって構成する。

（役員及び役員の任務）

第１５条 調整部会には、次の役員を置く。

一 各出張所地区部会長

調整の総括を行い、各出張所長が任務を行う。

二 調整委員、調整委員

調整の取りまとめを行う。



（会議の開催）

第１６条 調整部会は、各出張所毎年１回開催し、各地区部会長が主催する。

２ 各地区部会長は、前項の他必要と認める場合には、臨時に開催することが

できる。

（個別調整会議）

第１７条 調整委員は、大規模工事・競合工事等道路管理及び道路交通に及ぼす影響

が大きいと思われる工事計画については、前条の会議終了後関係委員により

個別に調整会議を開催することができる。

（工事調整の基本方針）

第１８条 工事調整に関する協議は、次の基本方針に基づき行う。

一 道路管理者は、道路工事に関する中長期計画を発表し、その計画に基づ

いて年度開始時期に当該年度に行う工事計画を提示する。

二 占用者は、占用工事に関する中長期計画を発表し、その計画に基づいて

年度開始時期に当該年度に行う工事計画を提示する。

三 前各号の工事計画に基づき、原則として第１６条に規定する会議におい

て年間調整を行い、その結果を路上工事の年間計画として定める。

四 前号の年間計画は、６ヶ月毎に変更を加える。

五 前各号の単年度の工事調整のほか、道路管理者及び占用者は、年度途中

で翌年度以降の中長期事業計画について、関係委員間で調整を行う。

（運営要領）

第１９条 調整部会の運営要領は、別途定める。

（利害関係者）

第２０条 地区部会長が必要と認めるときは、利害関係者を工事調整部会に参加させ

ることができる。

（附則）

第１条 この規約は、平成１８年１０月１日から施行する。




